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全日本不動産政治連盟兵庫県本部 

  



全全日日本本不不動動産産政政治治連連盟盟兵兵庫庫県県本本部部  

第第 3355回回  年年次次大大会会  次次第第  
                                                       

司会者 
11.. 開開会会のの辞辞  
  
22.. 出出席席状状況況報報告告  

会 員 総 数    1,053名（※1） 代 議 員 数     53名（※2） 
出席代議員数    名  委 任 者 数     名 
有効出席者数    名 
 

33.. 本本部部長長挨挨拶拶  
  
44.. 議議長長団団選選出出  

議 長            副 議 長 
 
55.. 議議事事録録署署名名人人・・作作成成人人指指名名  
 
66.. 報報告告事事項項  

1．令和６年度活動報告に関する件 

2．令和６年度決算報告に関する件 

3．令和６年度監査報告に関する件 

4．令和７年度活動方針に関する件 

5．令和７年度収支予算に関する件 
 
77.. 決決議議事事項項  

第 1号議案 兵庫県本部役員の選任に関する件 

      ①兵庫県本部幹事３０名の選任 

      ②兵庫県本部監査役３名の選任 

第 2号議案 総本部幹事候補者の選出に関する件 
  

88.. 閉閉会会のの辞辞  
  
  
  

（※1）会員総数は、令和 7年 4月 1日現在 
（※2）代議員数は、令和 7年 3月 1日基準日の会員数 1,054名に基づき算出 



全全日日本本不不動動産産政政治治連連盟盟兵兵庫庫県県本本部部  

第第 3355回回  年年次次大大会会  次次第第  
                                                       

司会者 
11.. 開開会会のの辞辞  
  
22.. 出出席席状状況況報報告告  

会 員 総 数    1,053名（※1） 代 議 員 数     53名（※2） 
出席代議員数    名  委 任 者 数     名 
有効出席者数    名 
 

33.. 本本部部長長挨挨拶拶  
  
44.. 議議長長団団選選出出  

議 長            副 議 長 
 
55.. 議議事事録録署署名名人人・・作作成成人人指指名名  
 
66.. 報報告告事事項項  

1．令和 6年度活動報告に関する件 

2．令和 6年度決算報告に関する件 

3．令和 6年度監査報告に関する件 

4．令和 7年度活動方針に関する件 

5．令和 7年度収支予算に関する件 
 
77.. 決決議議事事項項  

第 1号議案 総本部代議員選出に関する件 

第 2号議案 兵庫県本部役員の選任に関する件 

      ①兵庫県本部幹事 30名の選任 

      ②兵庫県本部監査役 3名の選任 

第 3号議案 総本部幹事候補者の選出に関する件 
  

88.. 閉閉会会のの辞辞  
  
※1会員総数は、R7.4.1現在  ※2代議員数は、基準日 R7.3.1の会員数に基づき算出 

  

報報告告事事項項  １１．．令令和和６６年年度度活活動動報報告告にに関関すするる件件  

  

全全日日本本不不動動産産政政治治連連盟盟兵兵庫庫県県本本部部  

令令和和６６年年度度  活活動動報報告告書書  

 
自 令和 ６年 ４月 １日 

至 令和 ７年 ３月３１日 

 

はじめに 

 令和６年は、元日に能登半島地震が発生し、その後各地で記録的な猛暑、豪雨などの自然災

害が相次いだ。 

また、賃上げや雇用状況の改善がみられる一方、円安・物価高騰による経済の低迷、少子高

齢化の急速な加速等、社会構造の変化をはじめ様々な課題に直面した１年となった。 

 このような社会情勢のもと、昨年１１月に実施された第５０回衆議院議員選挙において与党

は過半数を失い、野党との対話や協力が欠かせない状況となっている。 

 このような状況下、当連盟は子育て世代等に対する住宅ローン控除の借入限度額上乗せ措置

及び床面積要件の緩和措置、子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充措置の延長を要

望してきたほか、買取再販における不動産取得税の特例措置の延長、新たに省エネ住宅を購入

する際の減税幅の拡大、不動産流通市場に影響を与える各種不動産税制にかかる特例措置につ

いても継続的に要望してきた。 

政府与党は、令和６年１２月２０日に与党政策責任者会議を開き、「令和７年度税制改正大綱」

が閣議決定を受けたが、日政連の全日議連を通じた要望活動が実る形となった。 

今後も、当連盟として、不動産市場活性化に資するため、国民及び会員にとって有益な諸 

施策・税制校正について、全日本不動産政策推進議員連盟を通じて強く要望して参りたい。 

 会員の皆様には、日政連活動に対するご理解とご協力をいただくと共に、積極的なご参加を

お願い申し上げ、令和６年における全日本不動産政治連盟兵庫県本部の活動報告を行う。   
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開催日 活動内容 開催場所 

R06.10.25 大串まさき候補個人演説会 宝塚中央公民館 

R06.11.26 第 2回常任幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 

R06.11.30 松本たけあき国政報告会 アクリエひめじ 

R06.12.13 第６回幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 

R06.12.21 参議院議員末松信介政経セミナー２０２４ ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

R06.12.28 松本たけあき支援の集い ホテル日航姫路 

R06.12.29 中野ひろまさ国土交通大臣表敬訪問 中野洋昌事務所 

R07.01.16 ２０２５年公明党兵庫県本部新春年賀会 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

R07.02.13 第７回幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 

R07.03.14 神戸康風会「西村やすとし君を囲む会」 神戸ポートピアホテル 

R07.03.17 衆議院議員関よしひろ政経セミナー ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

R07.03.24 第８回幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 

R07.03.29 松本たけあき支援の集い 姫路キャッスルグランヴィリオホテル 

 

以 上 

令令和和６６年年度度日日政政連連活活動動のの概概要要  
開催日 活動内容 開催場所 

R06.04.11 期末監査会 全日兵庫会館 

R06.04.16 第１回幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 

R06.04.28 衆議院議員関よしひろを囲む会 須磨パティオ 

R06.05.24 第３４回年次大会 オリエンタルホテル神戸 

R06.06.04 第２回幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 

R06.07.01 公明党政策要望懇談会 三宮研修センター 

R06.07.10 公明こうべフォーラム 神戸国際会館 

R06.07.22 立憲民主党兵庫県連 政策要望・意見交換会 神戸市教育会館 

R06.07.30 第３回幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 

R06.09.24 赤羽かずよし後援会 緊急拡大幹事会 神仙閣神戸店 

R06.09.26 第１回三役会議 全日兵庫会館 

R06.09.26 
衆議院議員選挙 推薦決定通知書交付        

（赤羽かずよし氏、中野ひろまさ氏） 
全日兵庫会館 

R06.10.11 中間監査会 全日兵庫会館 

R06.10.11 衆議院議員選挙 推薦状送付（関よしひろ氏）  

R06.10.15 第４回幹事会（書面） 全日兵庫会館 

R06.10.15 衆議院議員選挙 推薦状送付（大串まさき氏）  

R06.10.17 衆議院議員選挙 推薦状送付（もりやま正仁氏）  

R06.10.18 衆議院議員選挙 陣中見舞（もりやま正仁氏） 盛山正仁選挙事務所 

R06.10.18 衆議院議員選挙 陣中見舞（関よしひろ氏） 関芳弘選挙事務所 

R06.10.18 国土交通大臣斉藤鉄夫との意見交換会 ホテルオークラ神戸 

R06.10.18 赤羽かずよしを激励する会 ホテルオークラ神戸 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（赤羽かずよし氏） 赤羽一嘉選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（中野ひろまさ氏） 中野洋昌選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（谷公一氏） 谷公一三田事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（大串まさき氏） 大串正樹選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（山田賢司氏） 山田賢司選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（渡海紀三朗氏） 渡海紀三朗選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（松本たけあき氏） 松本剛明選挙事務所 

R06.10.21 中野ひろまさを激励する会 あましんアルカイックホール 

R06.10.24 第１回常任幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 

R06.10.24 第５回幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 
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開催日 活動内容 開催場所 

R06.10.25 大串まさき候補個人演説会 宝塚中央公民館 
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R06.04.11 期末監査会 全日兵庫会館 

R06.04.16 第１回幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 
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R06.07.10 公明こうべフォーラム 神戸国際会館 

R06.07.22 立憲民主党兵庫県連 政策要望・意見交換会 神戸市教育会館 
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衆議院議員選挙 推薦決定通知書交付        

（赤羽かずよし氏、中野ひろまさ氏） 
全日兵庫会館 

R06.10.11 中間監査会 全日兵庫会館 

R06.10.11 衆議院議員選挙 推薦状送付（関よしひろ氏）  

R06.10.15 第４回幹事会（書面） 全日兵庫会館 

R06.10.15 衆議院議員選挙 推薦状送付（大串まさき氏）  

R06.10.17 衆議院議員選挙 推薦状送付（もりやま正仁氏）  

R06.10.18 衆議院議員選挙 陣中見舞（もりやま正仁氏） 盛山正仁選挙事務所 

R06.10.18 衆議院議員選挙 陣中見舞（関よしひろ氏） 関芳弘選挙事務所 

R06.10.18 国土交通大臣斉藤鉄夫との意見交換会 ホテルオークラ神戸 

R06.10.18 赤羽かずよしを激励する会 ホテルオークラ神戸 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（赤羽かずよし氏） 赤羽一嘉選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（中野ひろまさ氏） 中野洋昌選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（谷公一氏） 谷公一三田事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（大串まさき氏） 大串正樹選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（山田賢司氏） 山田賢司選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（渡海紀三朗氏） 渡海紀三朗選挙事務所 

R06.10.19 衆議院議員選挙 陣中見舞（松本たけあき氏） 松本剛明選挙事務所 

R06.10.21 中野ひろまさを激励する会 あましんアルカイックホール 

R06.10.24 第１回常任幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 

R06.10.24 第５回幹事会（ハイブリッド形式） 全日兵庫会館 
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（単位：円）

科 目 金 額 摘 要 科 目 金 額 摘 要

現 金 148,583 未 払 金 35,000 注1）

入 会 金 4,752,512
ゆうちょ銀行
(郵便振替口座)

前 受 金 386,000 注2）

会 費 7,363,832
ゆうちょ銀行
(郵便振替口座)

当 期 剰 余 金 716,730

前 払 金 40,925
前 期 繰 越
剰 余 金

11,168,122

合 計 12,305,852 合 計 12,305,852

注1）未払金 監事執務交通費3月分

注2）前受金 新規入会予定者（@54,000×7名）

次年度会費（@4,000×2名）

（単位：円）

148,583

4,752,512

7,363,832

40,925

12,305,852

35,000

386,000

421,000

11,884,852

貸貸 借借 対対 照照 表表

令令和和77年年33月月3311日日現現在在

資 産 の 部 負 債 及 び 基 金 の 部

財財 産産 目目 録録

令令和和77年年33月月3311日日現現在在

科 目 金 額

11.. 資資 産産 のの 部部

現　　　　　金

郵　便　振　替　　入会金（ゆうちょ銀行）

未　　払　　金

前　　受　　金

合　　　　　計

正　味　財　産

郵　便　振　替　　会　費（ゆうちょ銀行）

前　  払　  金

合　　　　　計

22.. 負負 債債 及及 びび 基基 金金 のの 部部

報報告告事事項項　　２２．．令令和和６６年年度度決決算算報報告告にに関関すするる件件

　１．収入の部 　　　　　　　　（単位：円）

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　額 備　　　　　　　考

　入　会　金　収　入 2,500,000 2,650,000 △ 150,000

兵庫県本部入会金 1,500,000 1,590,000 △ 90,000  30,000円×53名

総本部入会金 1,000,000 1,060,000 △ 60,000  20,000円×53名

　会　費　収　入 4,340,000 3,400,000 940,000

兵庫県本部新規会費 100,000 106,000 △ 6,000  2,000円×53名

総本部新規会費 100,000 106,000 △ 6,000  2,000円×53名

兵庫県本部既存会費 2,070,000 1,594,000 476,000  2,000円×797名

総本部既存会費 2,070,000 1,594,000 476,000  2,000円×797名

　雑　収　入 40,000 120,000 △ 80,000

兵庫県本部過年度会費 20,000 60,000 △ 40,000  2,000円×30名

総本部過年度会費 20,000 60,000 △ 40,000  2,000円×30名

総本部会費助成金 0 0 0

　収　入　合　計　(Ａ) 6,880,000 6,170,000 710,000

　前期繰越収支差額 11,168,122 11,168,122 0

　合　　　　　　計　(Ｂ) 18,048,122 17,338,122 710,000

　２．支出の部

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　額 備　　　　　　　考

　組　織　活　動　費 1,800,000 1,020,950 779,050

大　 会　 費 550,000 400,070 149,930  年次大会開催費

組織対策費 650,000 360,880 289,120  幹事会、政経パーティー等役員執務費

寄　 付 　金 600,000 260,000 340,000  政党及び政治家パーティー券

　総　本　部　支　出 2,152,000 1,760,000 392,000

入会金支出 0 0 0  総本部入会金減免措置のため

会費支出 2,132,000 1,700,000 432,000  2,000円×850名（新規・既存）

過年度会費支出 20,000 60,000 △ 40,000  2,000円×30名（過年度）

　備 品 ・ 消 耗 品 費 50,000 53,700 △ 3,700  事務用品・備品消耗品代(全日へ24,000円)

　事　務　所　費 750,000 738,620 11,380
 施設負担分（全日へ336,000円）、
 通信費（全日へ60,000円）、振込手数料等

　人　件　費 1,344,000 1,344,000 0  給与手当見合（全日へ1,344,000円）

　選　挙　関　係　費 300,000 500,000 △ 200,000  選挙対応費用（陣中見舞金）

　水　道　光　熱　費 36,000 36,000 0  全日へ36,000円

　予　備　費 0 0 0

　支　出　合　計　(Ｃ) 6,432,000 5,453,270 978,730

　当 期 収 支 差 額 448,000 716,730 △ 268,730 （Ａ）－（Ｃ）

　次期繰越収支差額 11,616,122 11,884,852 △ 268,730 （Ｂ）－（Ｃ）

　合　　　　　　計　(Ｄ) 18,048,122 17,338,122 710,000 （Ｄ）＝（Ｂ）

令令和和６６年年度度  収収支支決決算算報報告告

至　令和　７年　３月３１日

自　令和　６年　４月　１日
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（単位：円）

科 目 金 額 摘 要 科 目 金 額 摘 要

現 金 148,583 未 払 金 35,000 注1）

入 会 金 4,752,512
ゆうちょ銀行
(郵便振替口座)

前 受 金 386,000 注2）

会 費 7,363,832
ゆうちょ銀行
(郵便振替口座)

当 期 剰 余 金 716,730

前 払 金 40,925
前 期 繰 越
剰 余 金

11,168,122

合 計 12,305,852 合 計 12,305,852

注1）未払金 監事執務交通費3月分

注2）前受金 新規入会予定者（@54,000×7名）

次年度会費（@4,000×2名）

（単位：円）

148,583

4,752,512

7,363,832

40,925

12,305,852

35,000

386,000

421,000

11,884,852

貸貸 借借 対対 照照 表表

令令和和77年年33月月3311日日現現在在

資 産 の 部 負 債 及 び 基 金 の 部

財財 産産 目目 録録

令令和和77年年33月月3311日日現現在在

科 目 金 額

11.. 資資 産産 のの 部部

現　　　　　金

郵　便　振　替　　入会金（ゆうちょ銀行）

未　　払　　金

前　　受　　金

合　　　　　計

正　味　財　産

郵　便　振　替　　会　費（ゆうちょ銀行）

前　  払　  金

合　　　　　計

22.. 負負 債債 及及 びび 基基 金金 のの 部部

報報告告事事項項　　２２．．令令和和６６年年度度決決算算報報告告にに関関すするる件件

　１．収入の部 　　　　　　　　（単位：円）

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　額 備　　　　　　　考

　入　会　金　収　入 2,500,000 2,650,000 △ 150,000

兵庫県本部入会金 1,500,000 1,590,000 △ 90,000  30,000円×53名

総本部入会金 1,000,000 1,060,000 △ 60,000  20,000円×53名

　会　費　収　入 4,340,000 3,400,000 940,000

兵庫県本部新規会費 100,000 106,000 △ 6,000  2,000円×53名

総本部新規会費 100,000 106,000 △ 6,000  2,000円×53名

兵庫県本部既存会費 2,070,000 1,594,000 476,000  2,000円×797名

総本部既存会費 2,070,000 1,594,000 476,000  2,000円×797名

　雑　収　入 40,000 120,000 △ 80,000

兵庫県本部過年度会費 20,000 60,000 △ 40,000  2,000円×30名

総本部過年度会費 20,000 60,000 △ 40,000  2,000円×30名

総本部会費助成金 0 0 0

　収　入　合　計　(Ａ) 6,880,000 6,170,000 710,000

　前期繰越収支差額 11,168,122 11,168,122 0

　合　　　　　　計　(Ｂ) 18,048,122 17,338,122 710,000

　２．支出の部

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　額 備　　　　　　　考

　組　織　活　動　費 1,800,000 1,020,950 779,050

大　 会　 費 550,000 400,070 149,930  年次大会開催費

組織対策費 650,000 360,880 289,120  幹事会、政経パーティー等役員執務費

寄　 付 　金 600,000 260,000 340,000  政党及び政治家パーティー券

　総　本　部　支　出 2,152,000 1,760,000 392,000

入会金支出 0 0 0  総本部入会金減免措置のため

会費支出 2,132,000 1,700,000 432,000  2,000円×850名（新規・既存）

過年度会費支出 20,000 60,000 △ 40,000  2,000円×30名（過年度）

　備 品 ・ 消 耗 品 費 50,000 53,700 △ 3,700  事務用品・備品消耗品代(全日へ24,000円)

　事　務　所　費 750,000 738,620 11,380
 施設負担分（全日へ336,000円）、
 通信費（全日へ60,000円）、振込手数料等

　人　件　費 1,344,000 1,344,000 0  給与手当見合（全日へ1,344,000円）

　選　挙　関　係　費 300,000 500,000 △ 200,000  選挙対応費用（陣中見舞金）

　水　道　光　熱　費 36,000 36,000 0  全日へ36,000円

　予　備　費 0 0 0

　支　出　合　計　(Ｃ) 6,432,000 5,453,270 978,730

　当 期 収 支 差 額 448,000 716,730 △ 268,730 （Ａ）－（Ｃ）

　次期繰越収支差額 11,616,122 11,884,852 △ 268,730 （Ｂ）－（Ｃ）

　合　　　　　　計　(Ｄ) 18,048,122 17,338,122 710,000 （Ｄ）＝（Ｂ）

令令和和６６年年度度  収収支支決決算算報報告告

至　令和　７年　３月３１日

自　令和　６年　４月　１日
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報報告告事事項項  ４４．．令令和和７７年年度度活活動動方方針針にに関関すするる件件  

 

令令和和７７年年度度  活活動動方方針針  
 

自 令和 ７年 ４月  １日 

至  令和 ８年 ３月３１日 

 
 

総本部と協力し、税制改正要望実現を目指し積極的な活動を展開して行く。  
また、不動産業界並びに全日本不動産協会兵庫県本部と行政との適正な関係を構

築する為、次の事業を行う。 
 
 
１．日政連入会促進に繋がる事業について具体的な方策を検討し、全日会員の 

政治意識高揚に努めると共に、組織の充実を図る。 
 

２．会員に当連盟をより理解してもらうため、リニューアルしたホームページ  
の活用とメールによる情報発信を行う。 
 

３．顧問議員らと連携し、政治の重要性及び政治参加の有益性を実感できるよ  
う、接対話型の懇談会、セミナー等を企画し、開催する。 

 
４．全日本不動産政策推進議員連盟（略称：全日議連）を通じて、会員業者の 

権益擁護と併せて、消費者の利益に資する要望活動を行う。  
 

５．参議院議員選挙において、党本部顧問議員への支援活動を積極的に行う。  
 
６．会費の徴収方法について引き続き検討し、長期会費未納会員の解消を図る。 
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報報告告事事項項  ４４．．令令和和７７年年度度活活動動方方針針にに関関すするる件件  

 

令令和和７７年年度度  活活動動方方針針  
 

自 令和 ７年 ４月  １日 

至  令和 ８年 ３月３１日 

 
 

総本部と協力し、税制改正要望実現を目指し積極的な活動を展開して行く。  
また、不動産業界並びに全日本不動産協会兵庫県本部と行政との適正な関係を構

築する為、次の事業を行う。 
 
 
１．日政連入会促進に繋がる事業について具体的な方策を検討し、全日会員の 

政治意識高揚に努めると共に、組織の充実を図る。 
 

２．会員に当連盟をより理解してもらうため、リニューアルしたホームページ  
の活用とメールによる情報発信を行う。 
 

３．顧問議員らと連携し、政治の重要性及び政治参加の有益性を実感できるよ  
う、接対話型の懇談会、セミナー等を企画し、開催する。 

 
４．全日本不動産政策推進議員連盟（略称：全日議連）を通じて、会員業者の 

権益擁護と併せて、消費者の利益に資する要望活動を行う。  
 

５．参議院議員選挙において、党本部顧問議員への支援活動を積極的に行う。  
 
６．会費の徴収方法について引き続き検討し、長期会費未納会員の解消を図る。 
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報報告告事事項項　　５５．．令令和和７７年年度度収収支支予予算算にに関関すするる件件

　１．収入の部 　　　　　　　　（単位：円）

令和７年度 令和６年度

予算額 予算額

　入　会　金　収　入 2,500,000 2,500,000 0

兵庫県本部入会金 2,500,000 1,500,000 1,000,000  50,000円×50名

総本部入会金 0 1,000,000 △ 1,000,000  総本部入会金減免措置のため

　会　費　収　入 4,412,000 4,340,000 72,000

兵庫県本部新規会費 100,000 100,000 0  2,000円×50名

総本部新規会費 100,000 100,000 0  2,000円×50名

兵庫県本部既存会費 2,106,000 2,070,000 36,000  2,000円×1,053名

総本部既存会費 2,106,000 2,070,000 36,000  2,000円×1,053名

　雑　収　入 40,000 40,000 0

兵庫県本部過年度会費 20,000 20,000 0  2,000円×10名

総本部過年度会費 20,000 20,000 0  2,000円×10名

総本部会費助成金 0 0 0

　収　入　合　計　(Ａ) 6,952,000 6,880,000 72,000

　前期繰越収支差額 11,884,852 11,168,122 716,730

　合　　　　　　計　(Ｂ) 18,836,852 18,048,122 788,730

　２．支出の部

令和７年度 令和６年度

予算額 予算額

　組　織　活　動　費 1,800,000 1,800,000 0

大　 会　 費 550,000 550,000 0  年次大会開催費

組織対策費 650,000 650,000 0  各種会議開催費（幹事会等）

寄　 付 　金 600,000 600,000 0  政党及び政治家ﾊﾟｰﾃｨｰ券

　総　本　部　支　出 2,226,000 2,152,000 74,000

入会金支出 0 0 0  総本部入会金減免措置のため

会費支出 2,206,000 2,132,000 74,000  2,000円×1,103名　（新規・既存）

過年度会費支出 20,000 20,000 0  2,000円×10名　（過年度）

　備 品 ・ 消 耗 品 費 50,000 50,000 0  事務用品・備品消耗品代(全日へ24,000円)

　事　務　所　費 750,000 750,000 0
 施設負担分（全日へ336,000円）、
 通信費（全日へ60,000円）、振込手数料等

　人　件　費 1,344,000 1,344,000 0  給与手当見合（全日へ）

　選　挙　関　係　費 300,000 300,000 0  選挙対応費用他

　水　道　光　熱　費 36,000 36,000 0  全日へ

　予　備　費 0 0 0

　支　出　合　計　(Ｃ) 6,506,000 6,432,000 74,000

　当 期 収 支 差 額 446,000 448,000 △ 2,000  （Ａ）－（Ｃ）

　次期繰越収支差額 12,330,852 11,616,122 714,730  （Ｂ）－（Ｃ）

自　令和　７年　４月　１日

至　令和　８年　３月３１日

科　　　　　目 増　　減 備　　　　　　　考

令令和和７７年年度度  収収支支予予算算書書

科　　　　　目 増　　減 備　　　　　　　考
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報報告告事事項項　　５５．．令令和和７７年年度度収収支支予予算算にに関関すするる件件

　１．収入の部 　　　　　　　　（単位：円）

令和７年度 令和６年度

予算額 予算額

　入　会　金　収　入 2,500,000 2,500,000 0

兵庫県本部入会金 2,500,000 1,500,000 1,000,000  50,000円×50名

総本部入会金 0 1,000,000 △ 1,000,000  総本部入会金減免措置のため

　会　費　収　入 4,412,000 4,340,000 72,000

兵庫県本部新規会費 100,000 100,000 0  2,000円×50名

総本部新規会費 100,000 100,000 0  2,000円×50名

兵庫県本部既存会費 2,106,000 2,070,000 36,000  2,000円×1,053名

総本部既存会費 2,106,000 2,070,000 36,000  2,000円×1,053名

　雑　収　入 40,000 40,000 0

兵庫県本部過年度会費 20,000 20,000 0  2,000円×10名

総本部過年度会費 20,000 20,000 0  2,000円×10名

総本部会費助成金 0 0 0

　収　入　合　計　(Ａ) 6,952,000 6,880,000 72,000

　前期繰越収支差額 11,884,852 11,168,122 716,730

　合　　　　　　計　(Ｂ) 18,836,852 18,048,122 788,730

　２．支出の部

令和７年度 令和６年度

予算額 予算額

　組　織　活　動　費 1,800,000 1,800,000 0

大　 会　 費 550,000 550,000 0  年次大会開催費

組織対策費 650,000 650,000 0  各種会議開催費（幹事会等）

寄　 付 　金 600,000 600,000 0  政党及び政治家ﾊﾟｰﾃｨｰ券

　総　本　部　支　出 2,226,000 2,152,000 74,000

入会金支出 0 0 0  総本部入会金減免措置のため

会費支出 2,206,000 2,132,000 74,000  2,000円×1,103名　（新規・既存）

過年度会費支出 20,000 20,000 0  2,000円×10名　（過年度）

　備 品 ・ 消 耗 品 費 50,000 50,000 0  事務用品・備品消耗品代(全日へ24,000円)

　事　務　所　費 750,000 750,000 0
 施設負担分（全日へ336,000円）、
 通信費（全日へ60,000円）、振込手数料等

　人　件　費 1,344,000 1,344,000 0  給与手当見合（全日へ）

　選　挙　関　係　費 300,000 300,000 0  選挙対応費用他

　水　道　光　熱　費 36,000 36,000 0  全日へ

　予　備　費 0 0 0

　支　出　合　計　(Ｃ) 6,506,000 6,432,000 74,000

　当 期 収 支 差 額 446,000 448,000 △ 2,000  （Ａ）－（Ｃ）

　次期繰越収支差額 12,330,852 11,616,122 714,730  （Ｂ）－（Ｃ）

自　令和　７年　４月　１日

至　令和　８年　３月３１日

科　　　　　目 増　　減 備　　　　　　　考

令令和和７７年年度度  収収支支予予算算書書

科　　　　　目 増　　減 備　　　　　　　考



決決議議事事項項  
第第１１号号議議案案  兵兵庫庫県県本本部部役役員員のの選選任任にに関関すするる件件  
全日本不動産政治連盟地方本部規程第１９条に基づき、役員の選任を行なう。 
推薦を受けている兵庫県本部役員候補者は次のとおりである。  

①兵庫県本部幹事３０名の選任 

役 職 氏  名 備      考 
所  属 商     号 

幹事 

正田 雅史 

全日姫路 

山陽ホーム㈱ 
木村眞比古 甲ハウジング 
東郷  進 ㈱東郷 
田中 丈晴 サンキュー・ホームズ㈱ 
鳥居 悦子 関西不動産本舗㈱ 
髙井 由美 ㈱シティライフ 
皐  淳一 マインズ不動産販売 
東山 明弘 かみや不動産㈱ 
南村 忠敬 

全日神戸 

第一住建㈱ 
篠田 秀樹 ㈱大超住建 
中尾 正人 アクセルホーム 
三坂 和己 ㈱ケイズホーム 
奥田 博章 アドヴァンス不動産㈱ 
藤之原伸子 ㈲ハウスワーク 
司 みゆき ㈲池田建築事務所 
戸田 光信 ㈱ライブトラスト 
丹  信貴 タン・コンサルティング㈱ 
竹田 祐介 Grand Life Partners㈱ 
八木 祐樹 クラージュ㈱ 
川端 孝典 ㈱cross over 
西山 浩人 ㈱エヌズエステート 
塚本 芳行 

全日阪神 

㈱エステートハウジング 

吉川 裕昭 ㈱フェアリンク 
平川竜太郎 ㈲ひまわり商会 
桑田 佳典 ㈲おくでん 
森岡 和則 ㈱エイジ 
鈴木 治郎 ㈲武庫川住研 
髙橋 亮雄 ㈲ACT 
山川  智 ㈲山川土地建物 
瀧野 寛之 ㈲ホームズ SeeBee 

②兵庫県本部監査役３名の選任 

役 職 氏  名 
備      考 

所  属 商     号 

監査役 
玉田 裕子 全日姫路 オフィス・マオ 
水野 裕行 全日神戸 水野産業㈲ 
塚本弥寿彦 全日阪神 ㈲塚本企画 

 

第第２２号号議議案案  総総本本部部幹幹事事候候補補者者のの選選出出にに関関すするる件件  
 
全日本不動産政治連盟会則第１９条５項、役員候補者の選出規程に基づき、近畿地区

懇談会から割り当てられた幹事候補者１名を選出する。 
なお、第３５回年次大会において選任された幹事の互選による本部長をもって充てる。 
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参考資料１  

令令和和７７年年度度  政政策策及及びび税税制制改改正正にに関関すするる要要望望書書  

 

公益社団法人 全日本不動産協会 

全日本不動産政治連盟 

 

昨年度まで要望していた「二地域居住等を促進する政策の実現」並びに「空き家・

所有者不明土地・未利用空地対策の制度利活用を促進」においては、国土審議会推進

部会「移住・二地域居住等促進専門委員会」の中間とりまとめや空き家等対策の推進

に関する特別措置法の一部改正における空家等管理活用支援法人制度に全日の意見が

大いに反映される結果となり、今後の制度設計また制度運用に期待している次第であ

る。  

また年明けに発生した能登半島地震では、日本は災害大国であるということを再認

識させられ、被災地を支援するための税制改正を望むと共に、災害から生き抜く未来

をつくるため、災害時でも経済活動が滞ることが無い不動産業のＤＸ推進を強化し、

国土の維持管理保全に関する政策が検討されることを期待している。  

以上の観点から、不動産流通促進による地方活性化を図る税制改正を７項目、低利

用や未利用不動産の流通促進を図る政策を７項目とし、令和７年度税制改正及び土地

住宅政策事項として要望する。 

 

【【不不動動産産流流通通促促進進にによよるる地地方方活活性性化化をを図図るる税税制制改改正正要要望望】】  
１１．．住住宅宅・・土土地地にに係係るる適適用用期期限限をを迎迎ええるる各各種種税税制制特特例例措措置置のの延延長長とと拡拡充充 

既存の税制特例措置に代わる措置がない限り、既存措置の延長と拡充を要望する。  

 

２２．．能能登登半半島島地地震震にによよるる被被害害等等かからら復復旧旧すするるたためめのの税税制制特特例例措措置置のの創創設設  

一日も早い復興を目指し、被災地支援となる税制特例措置の創設を要望する。 

 

３３．．既既存存住住宅宅リリフフォォーームムににおおけけるる消消費費税税のの非非課課税税措措置置  

居住用建物のリフォーム費用に係る消費税の非課税化を要望する。 

 

４４．．消消費費者者のの負負担担ととななるる登登録録免免許許税税のの廃廃止止 

相続登記時の登録免許税、並びに抵当権設定及び抹消時における登録免許税の廃

止を要望する。 

 

５５．．二二地地域域居居住住等等をを推推進進すするる新新規規住住宅宅ロローーンンのの創創設設並並びびににロローーンン控控除除適適用用及及びび各各種種特特

例例措措置置創創設設  

金融機関に対する二戸目住宅用低金利ローン創設の働きかけと二戸目住宅取得時

の住宅ローン減税制度の適用を要望する。 

 

 

６６．．住住宅宅ロローーンン控控除除要要件件緩緩和和及及びび恒恒久久化化 

令和６年の措置（子育て世帯等の借入限度額維持及び床面積要件の緩和〔４０㎡

以上〕が継続されることを要望するとともに、床面積要件のさらなる緩和〔４０㎡

以上を維持し、将来的には３５㎡以上とする〕）、並びに令和６年末までに建築確認

済みとなった新築物件に限らず、既存物件も対象に加えた上で恒久化することを要

望する。 

７７．．印印紙紙税税のの見見直直ししにによよるる新新たたなな税税のの適適用用 

印紙税の代わりとなる全体の税を考慮した低額な、または低廉な税率の検討を要 

要望する。 

 

【【低低利利用用やや未未利利用用不不動動産産のの流流通通促促進進をを図図るる政政策策要要望望】】  

１１．．低低未未利利用用土土地地対対策策のの推推進進  

低未利用土地の円滑な利用転換や継続的な適正管理を確保する新たな制度を創設

するよう要望する。  

 

２２．．成成年年後後見見制制度度のの活活用用をを促促進進すするるたためめのの見見直直しし  

認知症等の認定を受けた不動産所有者の不動産取引が円滑に進むよう成年後見制

度の弊害となっている制約等を見直すよう要望する。  

 

３３．．ＳＳＤＤＧＧｓｓ１１１１をを達達成成ししスストトッックク型型社社会会をを実実現現すするるたためめのの既既存存物物件件のの価価値値のの見見直直しし  

既存住宅は良質な維持管理やリフォームによる価値の回復・向上等を反映した担

保評価、事業用物件は収益還元等を配慮した担保評価の導入を金融機関に対し要望

する。  

 

４４．．登登記記情情報報提提供供制制度度でで取取得得ししたたデデーータタのの活活用用促促進進  

登記情報提供制度で取得したデータに宅地建物取引士情報を記名することで、各

種申請時に当該データを利用できるよう要望する。  

 

５５．．農農地地をを含含んんだだ不不動動産産のの流流通通をを円円滑滑ににすするるたためめのの農農地地法法のの見見直直しし  

農地法における農地の権利移動に関する許可の見直しを要望する。  

 

６６．．宅宅建建業業免免許許申申請請ににおおけけるる標標準準処処理理期期間間のの設設定定  

宅建業法等で短い標準処理期間を設け、地方行政は標準処理期間内に行政手続き

を完了させるように努めることを要望する。  

 

７７．．宅宅地地建建物物取取引引業業免免許許のの承承継継  

個人事業主の宅地建物取引業免許の承継制度を要望する。 

全国二地域居住等促進協議会と連携した積極的な情報発信と、売買または賃貸で得

る二拠点目住居に対する控除や補助等の制度創設を要望する。 
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６６．．住住宅宅ロローーンン控控除除要要件件緩緩和和及及びび恒恒久久化化 

令和６年の措置（子育て世帯等の借入限度額維持及び床面積要件の緩和〔４０㎡

以上〕が継続されることを要望するとともに、床面積要件のさらなる緩和〔４０㎡

以上を維持し、将来的には３５㎡以上とする〕）、並びに令和６年末までに建築確認

済みとなった新築物件に限らず、既存物件も対象に加えた上で恒久化することを要

望する。 

７７．．印印紙紙税税のの見見直直ししにによよるる新新たたなな税税のの適適用用 

印紙税の代わりとなる全体の税を考慮した低額な、または低廉な税率の検討を要 

要望する。 

 

【【低低利利用用やや未未利利用用不不動動産産のの流流通通促促進進をを図図るる政政策策要要望望】】  

１１．．低低未未利利用用土土地地対対策策のの推推進進  

低未利用土地の円滑な利用転換や継続的な適正管理を確保する新たな制度を創設

するよう要望する。  

 

２２．．成成年年後後見見制制度度のの活活用用をを促促進進すするるたためめのの見見直直しし  

認知症等の認定を受けた不動産所有者の不動産取引が円滑に進むよう成年後見制

度の弊害となっている制約等を見直すよう要望する。  
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５５．．農農地地をを含含んんだだ不不動動産産のの流流通通をを円円滑滑ににすするるたためめのの農農地地法法のの見見直直しし  

農地法における農地の権利移動に関する許可の見直しを要望する。  

 

６６．．宅宅建建業業免免許許申申請請ににおおけけるる標標準準処処理理期期間間のの設設定定  

宅建業法等で短い標準処理期間を設け、地方行政は標準処理期間内に行政手続き

を完了させるように努めることを要望する。  

 

７７．．宅宅地地建建物物取取引引業業免免許許のの承承継継  

個人事業主の宅地建物取引業免許の承継制度を要望する。 

全国二地域居住等促進協議会と連携した積極的な情報発信と、売買または賃貸で得

る二拠点目住居に対する控除や補助等の制度創設を要望する。 
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説説明明資資料料  

【【不不動動産産流流通通促促進進にによよるる地地方方活活性性化化をを図図るる税税制制改改正正要要望望】】  

 

 

○○要要望望主主旨旨  

金利上昇局面を迎え、消費者物価指数の上昇も著しく、重ねて建築費も高騰すると

いった消費者の購入意欲を損なう要因が多く、不動産市場にとって厳しい状況になり

つつある。消費需要を減退させないためにも既存の住宅優遇措置において適用期限を

迎える項目については、延長を要望するとともに、金利上昇に見合った軽減の拡充等

の検討を要望する。 

 

・住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置（所得税・個人住民税） 

控除率 一律０．７％  

※子育て世帯等における借入れ限度額の上乗せ措置及び床面積要件の緩和特例(４０㎡)も含む 

 

・所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に係る特例措置（固定資産税・都市計画税） 

地域福利増進事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税等の課税標準を５年間、 

２／３に軽減 

 

・既存住宅の子育て対応リフォームに係る特例措置（所得税） 

【所得税】標準的な工事費用相当額の１０％を所得税から特別控除 

 

・リート及び特定目的会社が取得する不動産に係る特例措置（登録免許税･不動産取得税） 

【登録免許税】移転登記に係る税率を軽減(本則２％→１.３％)  

【不動産取得税】課税標準から３／５控除 

 

・不動産特定共同事業において取得される不動産に係る特例措置 

（登録免許税･不動産取得税)  

【登録免許税】  税率軽減(移転登記:２％→１.３％・保存登記:０.４％→０.３％)  

【不動産取得税】課税標準から１／２控除 

 

・防災街区整備事業の施行に伴う新築の施設建築物に係る税額の減額措置（固定資産税） 

【固定資産税】①住宅の居住用部分について、５年間、税額を２／３減額 

②住宅の非居住用部分及び非住宅用家屋について、５年間、税額を１／３減額 

 

・長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置（固定資産税） 

【固定資産税】当該マンションの建物部分について、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の固

定資産税額１／３を参酌して１／６～１／２の範囲内で市町村が条例で定める割合

を減額する。 

 

 

１１．．住住宅宅・・土土地地にに係係るる適適用用期期限限をを迎迎ええるる各各種種税税制制特特例例措措置置のの延延長長とと拡拡充充 

・買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長（不動産取得税）  

【住宅部分】築年月日に応じ、一定額を減額（最大３６万円） 

【敷地部分】安心Ｒ住宅または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合に、税額から一定額

を減額 

 

・サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長（不動産取得税・固定資産税）  

【不動産取得税】家屋：課税標準から１,２００万円控除/戸 

土地：税額から一定額（※）を減額。 

※１５０万円又は家屋の床面積の２倍（２００㎡を限度）に相当する土地の  

価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額。 

【固定資産税】５年間、税額を２／３を参酌して１／２～５／６の範囲内で市町村が条例で定め

る割合を減額 

 

・災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の延長（不動産取得税） 

災害ハザードエリアからより安全な区域への移転を促進するため、市町村がコーディネートして

策定した防災移転支援計画に基づき施設又は住宅を移転する場合、移転先として取得する土地建

物に係る税制上の特例措置。  

【不動産取得税】課税標準から１／５控除 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

能登半島地震による被害等からの復旧を迅速にするため、熊本地震において講じら

れた措置を参考に被災を受けた方に対してさらなる税制上の措置創設を要望する。 

 

※参考：熊本地震による各種特例措置  

〇住宅ローン減税の適用の特例（所得税・個人住民税）  

〇被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課税の特例  

（所得税・法人税等）  

〇住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等（贈与税） 

〇被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税（登録免許税）  

〇建設工事の請負に関する契約書等の印紙税の非課税（印紙税）  

〇被災自動車に係る自動車重量税の特例（自動車重量税）  

〇被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例  

（固定資産税・都市計画税）                 など  

 

注）上記項目においては熊本地震を踏まえた平成２９年度税制改正により、個別の

災害によらず一般化されております。 

  

  

２２．．能能登登半半島島地地震震にによよるる被被害害等等かからら復復旧旧すするるたためめのの税税制制特特例例措措置置のの創創設設  
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説説明明資資料料  

【【不不動動産産流流通通促促進進にによよるる地地方方活活性性化化をを図図るる税税制制改改正正要要望望】】  

 

 

○○要要望望主主旨旨  

金利上昇局面を迎え、消費者物価指数の上昇も著しく、重ねて建築費も高騰すると

いった消費者の購入意欲を損なう要因が多く、不動産市場にとって厳しい状況になり

つつある。消費需要を減退させないためにも既存の住宅優遇措置において適用期限を

迎える項目については、延長を要望するとともに、金利上昇に見合った軽減の拡充等

の検討を要望する。 

 

・住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置（所得税・個人住民税） 

控除率 一律０．７％  

※子育て世帯等における借入れ限度額の上乗せ措置及び床面積要件の緩和特例(４０㎡)も含む 

 

・所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に係る特例措置（固定資産税・都市計画税） 

地域福利増進事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税等の課税標準を５年間、 

２／３に軽減 

 

・既存住宅の子育て対応リフォームに係る特例措置（所得税） 

【所得税】標準的な工事費用相当額の１０％を所得税から特別控除 

 

・リート及び特定目的会社が取得する不動産に係る特例措置（登録免許税･不動産取得税） 

【登録免許税】移転登記に係る税率を軽減(本則２％→１.３％)  

【不動産取得税】課税標準から３／５控除 

 

・不動産特定共同事業において取得される不動産に係る特例措置 

（登録免許税･不動産取得税)  

【登録免許税】  税率軽減(移転登記:２％→１.３％・保存登記:０.４％→０.３％)  

【不動産取得税】課税標準から１／２控除 

 

・防災街区整備事業の施行に伴う新築の施設建築物に係る税額の減額措置（固定資産税） 

【固定資産税】①住宅の居住用部分について、５年間、税額を２／３減額 

②住宅の非居住用部分及び非住宅用家屋について、５年間、税額を１／３減額 

 

・長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置（固定資産税） 

【固定資産税】当該マンションの建物部分について、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の固

定資産税額１／３を参酌して１／６～１／２の範囲内で市町村が条例で定める割合

を減額する。 

 

 

１１．．住住宅宅・・土土地地にに係係るる適適用用期期限限をを迎迎ええるる各各種種税税制制特特例例措措置置のの延延長長とと拡拡充充 

・買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長（不動産取得税）  

【住宅部分】築年月日に応じ、一定額を減額（最大３６万円） 

【敷地部分】安心Ｒ住宅または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合に、税額から一定額

を減額 

 

・サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長（不動産取得税・固定資産税）  

【不動産取得税】家屋：課税標準から１,２００万円控除/戸 

土地：税額から一定額（※）を減額。 

※１５０万円又は家屋の床面積の２倍（２００㎡を限度）に相当する土地の  

価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額。 

【固定資産税】５年間、税額を２／３を参酌して１／２～５／６の範囲内で市町村が条例で定め

る割合を減額 

 

・災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の延長（不動産取得税） 

災害ハザードエリアからより安全な区域への移転を促進するため、市町村がコーディネートして

策定した防災移転支援計画に基づき施設又は住宅を移転する場合、移転先として取得する土地建

物に係る税制上の特例措置。  

【不動産取得税】課税標準から１／５控除 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

能登半島地震による被害等からの復旧を迅速にするため、熊本地震において講じら

れた措置を参考に被災を受けた方に対してさらなる税制上の措置創設を要望する。 

 

※参考：熊本地震による各種特例措置  

〇住宅ローン減税の適用の特例（所得税・個人住民税）  

〇被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課税の特例  

（所得税・法人税等）  

〇住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等（贈与税） 

〇被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税（登録免許税）  

〇建設工事の請負に関する契約書等の印紙税の非課税（印紙税）  

〇被災自動車に係る自動車重量税の特例（自動車重量税）  

〇被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例  

（固定資産税・都市計画税）                 など  

 

注）上記項目においては熊本地震を踏まえた平成２９年度税制改正により、個別の

災害によらず一般化されております。 

  

  

２２．．能能登登半半島島地地震震にによよるる被被害害等等かからら復復旧旧すするるたためめのの税税制制特特例例措措置置のの創創設設  
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○○要要望望主主旨旨  

昨今、子育て世代において既存住宅を自分たちの生活や子育てに適した居住環境に

リフォームする、また住宅購入資金が乏しい若年層は安価な既存住宅を購入のうえリ

フォームするケースが多く存在する。  

しかし築年数が古いほどリフォーム費用が嵩むことから、築浅物件のリフォーム費

用が掛からない既存住宅しか流通していないのが現状であり、リフォーム代金が既存

住宅の流通促進の足かせになっていると考える。  

他の先進国では住宅リフォームに関しては非課税や軽減税率、還付といった特例措

置が設けられており、同様に居住用建物のリフォーム費用に係る消費税の非課税化を

要望する。 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

不動産登記法の改正により「相続登記の申請の義務化」が令和６年４月から施行さ

れる際には、もともと任意であった相続登記を強制するため、現行の１００万円以下

の土地を対象とした相続登記の登録免許税の免税措置ではなく、消費者の理解を得ら

れるよう相続登記に関わる登録免許税の廃止を要望する。  

また、抵当権の性質は債務者または第三者が占有を移転させず、債務の担保に供し

た目的物について、自己の債権の弁済を受ける権利であり、抵当権設定・抹消の必要

性は抵当権者にあることから、抵当権設定時及び抹消時による登録免許税は権利を取

得する抵当権者が負担するか、債務者である買主（買取再販業者等を除く）の負担と

ならないよう廃止を要望する。 

 

 

  

  

  

○○要要望望主主旨旨  

二地域居住等には自然災害や防災対策、コロナ感染拡大防止のための在宅勤務の普

及、子育て世代のＩターンやＵターンの促進といったメリットがある。 

二地域居住等推進のためには、二戸目の住居であっても低金利となる住宅ローンの普

及、住宅ローン控除の合併や金利の高い二戸目住宅のローン控除といった物件を購入

しやすい環境の構築が必要である。  

安心Ｒ住宅に適合した住宅やインスペクションを実施した住宅に対しての住宅取得

に係る不動産取得税や登録免許税にかかる積極的な特例措置とあわせて創設を要望す

る。 

 

４４．．消消費費者者のの負負担担ととななるる登登録録免免許許税税のの廃廃止止  

５５．．二二地地域域居居住住等等をを推推進進すするる新新規規住住宅宅ロローーンンのの創創設設並並びびににロローーンン控控除除のの適適用用及及びび

各各種種特特例例措措置置創創設設  

３３．．既既存存住住宅宅リリフフォォーームムににおおけけるる消消費費税税のの非非課課税税措措置置  

 

○○要要望望主主旨旨  

令和６年の措置（子育て世帯等の借入限度額維持及び床面積要件の緩和〔４０㎡以

上〕）が継続されることを要望するとともに、従前より建築確認済みとなった新築に

限って適用されている住宅ローン減税の床面積要件の緩和（４０㎡以上）について

は、既存住宅流通促進の弊害となっているため、既存住宅にも適用するとともに、恒

久化を要望する。  

さらに新婚世帯の初めての住居となり、子供が生まれた際に次の住居を購入する買

換資産へとつなげるため、また一人暮らしや老後の二人暮らしといったこれまでとは

異なる生活スタイルに即した住居取得の一助とするため、住宅ローン減税、登録免許

税・不動産取得税の特例、住宅取得資金等贈与制度等の適用要件である床面積のさら

なる緩和（まずは４０㎡の恒久化を目指し、将来的には３５㎡以上とする）を要望す

る。 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

現代社会に即していない税制度となっている印紙税に関し、課税の公平や不動産取

引に係る全体の税を考慮した印紙税に変わる低額な税額または低廉な税率を含めた印

紙税のあり方について見直しの検討を要望する。 

 

令和６年の措置（子育て世帯等の借入限度額維持及び床面積要件の緩和〔４０㎡以

上〕）が継続されることを要望するとともに、従前より建築確認済みとなった新築に

限って適用されている住宅ローン減税の床面積要件の緩和（４０㎡以上）について

は、既存住宅流通促進の弊害となっているため、既存住宅にも適用するとともに、恒

久化を要望する。  

 

宅建業を営む個人業者は非常に高齢化が進んでいる。個人事業者の大多数は、法人

への免許切り替えについて考えたことがあり、個人免許番号を承継されることを望ん

でいる。 

法人への免許切替えの際に個人免許番号が承継できるよう事前審査等のルールを定

めた上で、個人事業主の宅地建物取引業免許の承継制度を要望する。 
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○○要要望望主主旨旨  

昨今、子育て世代において既存住宅を自分たちの生活や子育てに適した居住環境に

リフォームする、また住宅購入資金が乏しい若年層は安価な既存住宅を購入のうえリ

フォームするケースが多く存在する。  

しかし築年数が古いほどリフォーム費用が嵩むことから、築浅物件のリフォーム費

用が掛からない既存住宅しか流通していないのが現状であり、リフォーム代金が既存

住宅の流通促進の足かせになっていると考える。  

他の先進国では住宅リフォームに関しては非課税や軽減税率、還付といった特例措

置が設けられており、同様に居住用建物のリフォーム費用に係る消費税の非課税化を

要望する。 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

不動産登記法の改正により「相続登記の申請の義務化」が令和６年４月から施行さ

れる際には、もともと任意であった相続登記を強制するため、現行の１００万円以下

の土地を対象とした相続登記の登録免許税の免税措置ではなく、消費者の理解を得ら

れるよう相続登記に関わる登録免許税の廃止を要望する。  

また、抵当権の性質は債務者または第三者が占有を移転させず、債務の担保に供し

た目的物について、自己の債権の弁済を受ける権利であり、抵当権設定・抹消の必要

性は抵当権者にあることから、抵当権設定時及び抹消時による登録免許税は権利を取

得する抵当権者が負担するか、債務者である買主（買取再販業者等を除く）の負担と

ならないよう廃止を要望する。 

 

 

  

  

  

○○要要望望主主旨旨  

二地域居住等には自然災害や防災対策、コロナ感染拡大防止のための在宅勤務の普

及、子育て世代のＩターンやＵターンの促進といったメリットがある。 

二地域居住等推進のためには、二戸目の住居であっても低金利となる住宅ローンの普

及、住宅ローン控除の合併や金利の高い二戸目住宅のローン控除といった物件を購入

しやすい環境の構築が必要である。  

安心Ｒ住宅に適合した住宅やインスペクションを実施した住宅に対しての住宅取得

に係る不動産取得税や登録免許税にかかる積極的な特例措置とあわせて創設を要望す

る。 

 

４４．．消消費費者者のの負負担担ととななるる登登録録免免許許税税のの廃廃止止  

５５．．二二地地域域居居住住等等をを推推進進すするる新新規規住住宅宅ロローーンンのの創創設設並並びびににロローーンン控控除除のの適適用用及及びび

各各種種特特例例措措置置創創設設  

３３．．既既存存住住宅宅リリフフォォーームムににおおけけるる消消費費税税のの非非課課税税措措置置  

 

○○要要望望主主旨旨  

令和６年の措置（子育て世帯等の借入限度額維持及び床面積要件の緩和〔４０㎡以

上〕）が継続されることを要望するとともに、従前より建築確認済みとなった新築に

限って適用されている住宅ローン減税の床面積要件の緩和（４０㎡以上）について

は、既存住宅流通促進の弊害となっているため、既存住宅にも適用するとともに、恒

久化を要望する。  

さらに新婚世帯の初めての住居となり、子供が生まれた際に次の住居を購入する買

換資産へとつなげるため、また一人暮らしや老後の二人暮らしといったこれまでとは

異なる生活スタイルに即した住居取得の一助とするため、住宅ローン減税、登録免許

税・不動産取得税の特例、住宅取得資金等贈与制度等の適用要件である床面積のさら

なる緩和（まずは４０㎡の恒久化を目指し、将来的には３５㎡以上とする）を要望す

る。 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

現代社会に即していない税制度となっている印紙税に関し、課税の公平や不動産取

引に係る全体の税を考慮した印紙税に変わる低額な税額または低廉な税率を含めた印

紙税のあり方について見直しの検討を要望する。 

 

令和６年の措置（子育て世帯等の借入限度額維持及び床面積要件の緩和〔４０㎡以

上〕）が継続されることを要望するとともに、従前より建築確認済みとなった新築に

限って適用されている住宅ローン減税の床面積要件の緩和（４０㎡以上）について

は、既存住宅流通促進の弊害となっているため、既存住宅にも適用するとともに、恒

久化を要望する。  

 

宅建業を営む個人業者は非常に高齢化が進んでいる。個人事業者の大多数は、法人

への免許切り替えについて考えたことがあり、個人免許番号を承継されることを望ん

でいる。 

法人への免許切替えの際に個人免許番号が承継できるよう事前審査等のルールを定

めた上で、個人事業主の宅地建物取引業免許の承継制度を要望する。 
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【【低低利利用用やや未未利利用用不不動動産産のの流流通通促促進進をを図図るる政政策策要要望望】】 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

空き家のみならず、空き地等の低未利用土地が増加し、その管理不全により周辺環

境への悪影響が課題となっている。良好な居住環境を守り、地域の活性化につなげる

ためには、新たな土地需要の創出等による低未利用土地の発生抑制、管理不全対策の

ほか、土地の利用可能性の向上、需給のマッチング等による利活用や流通の促進が必

要となることから、次のとおり要望する。 

 

１．土地の有効利用や適正な管理を推進するため、土地利用の円滑な転換やその後

の継続的な管理を確保する制度を創設し、土地の利用・保有コストの低減やイン

センティブの付与につながる、税財政上の支援や土地利用規制の合理化を講じる。  

２．不動産に関する相談窓口、マッチング、コーディネート、コンサルティングの

機能を果たし、空き家・空地等の管理を請け負うこと等により、自治体、土地所

有者等を支える法人として、宅地建物取引業者・団体を積極的に活用する。 

 

 

  

 

○○要要望望主主旨旨  

現行の制度では一度後見人を選任してしまうと後見人は包括的な権限を有し、無断

で権利行使することも妨げられず、解任事由がない限り円滑な交代も保障されていな

い。また利用者にとっては以下の問題があるため、利用しづらい環境にある。 

 

・被後見人の資産を守るための性質から、被後見人等が望んでも預貯金の引出しな

ど資産の使用に一定の制限がかかる。  

・後見人への報酬は被後見人が亡くなるまで支払い続けなければならず、通算の報

酬額が不動産の売却処分で得られる所得よりも高額になる場合がある（同様に、

不確定期限の報酬支払を前提とするため、不動産売却による収支の算段も立てる

ことができない）。  

・選任された後見人と会うことができない被後見人や親族は後見人に対して不信感

を抱きやすい。 

 

成年後見制度は認知症等の診断を受けるなど事理弁識能力を欠く常況にある者の不

動産資産を処分するにおいて極めて有効な仕組みであるため、欧米諸国と同様に当事

者の視点において真に活用される制度を目指すべきである。これにより、管理不全空

き家となる恐れがある低・未利用不動産の円滑な流通を促進させるため、制度利用の

弊害となっている後見人の権限及び選任期間等の見直しについて次のとおり要望する。 

 

 

１１．．未未利利用用土土地地対対策策のの推推進進  

２２．．成成年年後後見見制制度度のの活活用用をを促促進進すするるたためめのの見見直直しし 

 

１．本人が必要とする身上保護・意思決定支援の内容やその変化に応じ、後見人等

を円滑に交代可能とする機能を持たせる。 

 

２．他の支援による対応の可能性も踏まえて、被後見人にとって適切な時期に必要

な範囲と期間で利用可能な有期の制度とする。 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

 ストック型社会を実現するためには既存住宅の流通が必要不可欠であるが、金融機

関融資審査において、売買価格と金融機関の担保評価額に隔たりがあり、融資否認が

あることから、ストック型社会形成に向けた足かせとなっている。  

金融機関は財務省の減価償却表に基づき担保評価を行う傾向にあり、既存住宅は

「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」を踏まえた価格査定マニュア

ルのように維持・管理やリフォームを行った場合の価値の回復・向上を反映する等の

評価がされておらず、事業用物件は収益還元法等から算出された評価額が考慮されて

いないことが要因である。  

また国土交通省では２３年度予算で地銀を対象にした「既存住宅等価値発見モデル

事業」を創設しており、当該問題の重要性を十分に理解していると思われ、モデル事

業に取り組む金融業界全体に対して宅建業界からの意見を踏まえた検討が必要といえ

る。同時に一般消費者に対しても意識改革をしていく重要性もあると考える。 

まずは金融機関の融資判断は流通市場に大きな影響を与えていることから、既存住

宅は中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針を反映した担保評価、事業用

物件は収益還元等を配慮した担保評価の導入を金融機関に対し促すことで適正な評価

額を普及させ、今後はカーボンニュートラルの実現を踏まえ、社会全体で既存物件の

価値を見直すための政策を要望する。  

※ＳＤＧｓ１１とは、人類が地球で暮らし続けていくために、２０３０年までに達成すべき１７ある 

目標の１１番目「住み続けられるまちづくりを」指します。 

 

 

 

  

○○要要望望主主旨旨  

登記情報提供制度で取得したデータを印刷した書類は行政や農業委員会等への各種

申請時に利用できない。  
当該書類に宅地建物取引業者情報や宅地建物取引士情報を記名することで、各種申

請時に利用できるよう要望する。 

 

 

４４．．登登記記情情報報提提供供制制度度でで取取得得ししたたデデーータタのの活活用用促促進進 

３３．．ＳＳＤＤＧＧｓｓ１１１１をを達達成成ししスストトッックク型型社社会会をを実実現現すするるたためめ既既存存物物件件のの価価値値のの見見直直

しし  
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【【低低利利用用やや未未利利用用不不動動産産のの流流通通促促進進をを図図るる政政策策要要望望】】 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

空き家のみならず、空き地等の低未利用土地が増加し、その管理不全により周辺環

境への悪影響が課題となっている。良好な居住環境を守り、地域の活性化につなげる

ためには、新たな土地需要の創出等による低未利用土地の発生抑制、管理不全対策の

ほか、土地の利用可能性の向上、需給のマッチング等による利活用や流通の促進が必

要となることから、次のとおり要望する。 

 

１．土地の有効利用や適正な管理を推進するため、土地利用の円滑な転換やその後

の継続的な管理を確保する制度を創設し、土地の利用・保有コストの低減やイン

センティブの付与につながる、税財政上の支援や土地利用規制の合理化を講じる。  

２．不動産に関する相談窓口、マッチング、コーディネート、コンサルティングの

機能を果たし、空き家・空地等の管理を請け負うこと等により、自治体、土地所

有者等を支える法人として、宅地建物取引業者・団体を積極的に活用する。 

 

 

  

 

○○要要望望主主旨旨  

現行の制度では一度後見人を選任してしまうと後見人は包括的な権限を有し、無断

で権利行使することも妨げられず、解任事由がない限り円滑な交代も保障されていな

い。また利用者にとっては以下の問題があるため、利用しづらい環境にある。 

 

・被後見人の資産を守るための性質から、被後見人等が望んでも預貯金の引出しな

ど資産の使用に一定の制限がかかる。  

・後見人への報酬は被後見人が亡くなるまで支払い続けなければならず、通算の報

酬額が不動産の売却処分で得られる所得よりも高額になる場合がある（同様に、

不確定期限の報酬支払を前提とするため、不動産売却による収支の算段も立てる

ことができない）。  

・選任された後見人と会うことができない被後見人や親族は後見人に対して不信感

を抱きやすい。 

 

成年後見制度は認知症等の診断を受けるなど事理弁識能力を欠く常況にある者の不

動産資産を処分するにおいて極めて有効な仕組みであるため、欧米諸国と同様に当事

者の視点において真に活用される制度を目指すべきである。これにより、管理不全空

き家となる恐れがある低・未利用不動産の円滑な流通を促進させるため、制度利用の

弊害となっている後見人の権限及び選任期間等の見直しについて次のとおり要望する。 

 

 

１１．．未未利利用用土土地地対対策策のの推推進進  

２２．．成成年年後後見見制制度度のの活活用用をを促促進進すするるたためめのの見見直直しし 

 

１．本人が必要とする身上保護・意思決定支援の内容やその変化に応じ、後見人等

を円滑に交代可能とする機能を持たせる。 

 

２．他の支援による対応の可能性も踏まえて、被後見人にとって適切な時期に必要

な範囲と期間で利用可能な有期の制度とする。 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

 ストック型社会を実現するためには既存住宅の流通が必要不可欠であるが、金融機

関融資審査において、売買価格と金融機関の担保評価額に隔たりがあり、融資否認が

あることから、ストック型社会形成に向けた足かせとなっている。  

金融機関は財務省の減価償却表に基づき担保評価を行う傾向にあり、既存住宅は

「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」を踏まえた価格査定マニュア

ルのように維持・管理やリフォームを行った場合の価値の回復・向上を反映する等の

評価がされておらず、事業用物件は収益還元法等から算出された評価額が考慮されて

いないことが要因である。  

また国土交通省では２３年度予算で地銀を対象にした「既存住宅等価値発見モデル

事業」を創設しており、当該問題の重要性を十分に理解していると思われ、モデル事

業に取り組む金融業界全体に対して宅建業界からの意見を踏まえた検討が必要といえ

る。同時に一般消費者に対しても意識改革をしていく重要性もあると考える。 

まずは金融機関の融資判断は流通市場に大きな影響を与えていることから、既存住

宅は中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針を反映した担保評価、事業用

物件は収益還元等を配慮した担保評価の導入を金融機関に対し促すことで適正な評価

額を普及させ、今後はカーボンニュートラルの実現を踏まえ、社会全体で既存物件の

価値を見直すための政策を要望する。  

※ＳＤＧｓ１１とは、人類が地球で暮らし続けていくために、２０３０年までに達成すべき１７ある 

目標の１１番目「住み続けられるまちづくりを」指します。 

 

 

 

  

○○要要望望主主旨旨  

登記情報提供制度で取得したデータを印刷した書類は行政や農業委員会等への各種

申請時に利用できない。  
当該書類に宅地建物取引業者情報や宅地建物取引士情報を記名することで、各種申

請時に利用できるよう要望する。 

 

 

４４．．登登記記情情報報提提供供制制度度でで取取得得ししたたデデーータタのの活活用用促促進進 

３３．．ＳＳＤＤＧＧｓｓ１１１１をを達達成成ししスストトッックク型型社社会会をを実実現現すするるたためめ既既存存物物件件のの価価値値のの見見直直

しし  
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○○要要望望主主旨旨  

将来の不動産取引の問題となる所有者不明等を未然に防ぐため、農地法における農

地の権利移動に関する許可の見直しを要望する。  
一例として、農地所有者（委託者）が健康なうちに将来を見据え、市街化区域内に

所有する農地の管理・運用・処分等を農業従事者でない家族（受託者）に任せるため

信託することを希望した場合において、農地法における農業委員会の許可が得られな

い。農地が信託されれば、不測の事態となったとしても受託者となる家族がその権限

と責任において、農地の管理・運用・処分等が行える。  
農地の信託財産化が可能となれば、農地を荒廃させずに次世代へ承継でき、託され

た家族が農地を第三者に売却や賃貸または転用利用ができるため農地法の見直しを要

望する。  
また、都市計画区域内の市街化調整区域について、都市計画法第３４条１１号に伴

う開発許可を得た場合には、宅地造成のみ転用を許可することや、非線引き区域内用

途地域の定めのある区域内の農地も同様に、農地転用手続きを許可制でなく届出制と

するよう要望する。 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

現代社会に即していない税制度となっている印紙税に関し、課税の公平や不動産取

引に係る全体の税を考慮した印紙税に変わる低額な税額または低廉な税率を含めた印

紙税のあり方について見直しの検討を要望する。 

 また新たな税制度が創設されない間は、印紙税に関わる特例措置の継続を要望する。  
  
 免許申請の処理期間において、行政手続法上、行政は標準処理期間を定めるよう努

めるとし、各地方行政で処理期間は公表されている。また宅建業法上では行政におけ

る免許申請に関する処理期間の定めはないが、「解釈運用の考え方」の中で「９０日」

という期間が設けられている。 

 しかし実際は地方行政ごとで受理から処理にかかる時間が違う。宅建業の免許申請

から承認を知らせる通知ハガキが届くまで平均して１か月程度であるが、遅い地方だ

と１か月半から２か月程度かかっている。地方行政における人事や繁忙期の影響によ

ると推測されるが、時間がかかりすぎている印象を受ける。 

ＤＸ推進などにより円滑な仕組み作りを検討し、新規事業者が申請からハガキを受

領するまで３週間程度で業務処理が行われるといった宅建業法等で標準処理期間を設

け、地方行政は標準処理期間内に行政手続きを完了させるように努めることを要望す

る。 

 

 

６６．．宅宅建建業業免免許許申申請請ににおおけけるる標標準準処処理理期期間間のの設設定定 

５５．．農農地地をを含含んんだだ不不動動産産のの流流通通をを円円滑滑ににすするるたためめのの農農地地法法のの見見直直しし  
 

  

○○要要望望主主旨旨  

宅建業を営む個人業者は非常に高齢化が進んでいる。個人事業者の大多数は、法人

への免許切り替えについて考えたことがあり、それに際し個人免許番号が承継される

ことを望んでいる。  
法人への免許切替えの際に個人免許番号が承継できるよう事前審査等のルールを定

めた上で、個人事業主の宅地建物取引業免許の承継制度を要望する。 

 

７７．．登登記記情情報報提提供供制制度度でで取取得得ししたたデデーータタのの活活用用促促進進 
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○○要要望望主主旨旨  

将来の不動産取引の問題となる所有者不明等を未然に防ぐため、農地法における農

地の権利移動に関する許可の見直しを要望する。  
一例として、農地所有者（委託者）が健康なうちに将来を見据え、市街化区域内に

所有する農地の管理・運用・処分等を農業従事者でない家族（受託者）に任せるため

信託することを希望した場合において、農地法における農業委員会の許可が得られな

い。農地が信託されれば、不測の事態となったとしても受託者となる家族がその権限

と責任において、農地の管理・運用・処分等が行える。  
農地の信託財産化が可能となれば、農地を荒廃させずに次世代へ承継でき、託され

た家族が農地を第三者に売却や賃貸または転用利用ができるため農地法の見直しを要

望する。  
また、都市計画区域内の市街化調整区域について、都市計画法第３４条１１号に伴

う開発許可を得た場合には、宅地造成のみ転用を許可することや、非線引き区域内用

途地域の定めのある区域内の農地も同様に、農地転用手続きを許可制でなく届出制と

するよう要望する。 

 

 

 

 

○○要要望望主主旨旨  

現代社会に即していない税制度となっている印紙税に関し、課税の公平や不動産取

引に係る全体の税を考慮した印紙税に変わる低額な税額または低廉な税率を含めた印

紙税のあり方について見直しの検討を要望する。 

 また新たな税制度が創設されない間は、印紙税に関わる特例措置の継続を要望する。  
  
 免許申請の処理期間において、行政手続法上、行政は標準処理期間を定めるよう努

めるとし、各地方行政で処理期間は公表されている。また宅建業法上では行政におけ

る免許申請に関する処理期間の定めはないが、「解釈運用の考え方」の中で「９０日」

という期間が設けられている。 

 しかし実際は地方行政ごとで受理から処理にかかる時間が違う。宅建業の免許申請

から承認を知らせる通知ハガキが届くまで平均して１か月程度であるが、遅い地方だ

と１か月半から２か月程度かかっている。地方行政における人事や繁忙期の影響によ

ると推測されるが、時間がかかりすぎている印象を受ける。 

ＤＸ推進などにより円滑な仕組み作りを検討し、新規事業者が申請からハガキを受

領するまで３週間程度で業務処理が行われるといった宅建業法等で標準処理期間を設

け、地方行政は標準処理期間内に行政手続きを完了させるように努めることを要望す

る。 

 

 

６６．．宅宅建建業業免免許許申申請請ににおおけけるる標標準準処処理理期期間間のの設設定定 

５５．．農農地地をを含含んんだだ不不動動産産のの流流通通をを円円滑滑ににすするるたためめのの農農地地法法のの見見直直しし  
 

  

○○要要望望主主旨旨  

宅建業を営む個人業者は非常に高齢化が進んでいる。個人事業者の大多数は、法人

への免許切り替えについて考えたことがあり、それに際し個人免許番号が承継される

ことを望んでいる。  
法人への免許切替えの際に個人免許番号が承継できるよう事前審査等のルールを定

めた上で、個人事業主の宅地建物取引業免許の承継制度を要望する。 

 

７７．．登登記記情情報報提提供供制制度度でで取取得得ししたたデデーータタのの活活用用促促進進 
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参考資料２ 

令和７年４月１１日現在 

 
総総本本部部顧顧問問議議員員一一覧覧  

                         （氏名五十音順）    

議員氏名 所属党 衆・参 選挙区 

赤羽 一嘉 公明党 衆 兵庫２区 

伊藤 孝江 公明党 参 兵庫県 

大串 正樹 自民党 衆 比例近畿 

加田 裕之 自民党 参 兵庫県 

末松 信介 自民党 参 兵庫県 

関  芳 弘 自民党 衆 兵庫３区 

高橋 光男 公明党 参 兵庫県 

谷  公 一 自民党 衆 兵庫５区 

渡海紀三朗 自民党 衆 兵庫１０区 

西村 康稔 自民党 衆 兵庫９区 

松本 剛明 自民党 衆 兵庫１１区 

山田 賢司 自民党 衆 兵庫７区 

以上１２名     

 

 

兵兵庫庫県県本本部部顧顧問問議議員員一一覧覧  

                         （氏名五十音順）    

 議員氏名 所属党 選挙区 

兵庫県議会 奥谷 謙一 自民党 神戸市北区 

兵庫県議会 越田 浩矢 公明党 神戸市長田区 

兵庫県議会 谷 井  勲 公明党 尼崎市 

兵庫県議会 戸井田祐輔 自民党 姫路市 

神戸市会 髙瀬 勝也 公明党 神戸市灘区 

神戸市会 坊やすなが 自民党 神戸市北区 

神戸市会 壬 生  潤 公明党 神戸市垂水区 

西宮市議会 田中 正剛 自民党 西宮市 

以上８名     

－ 22 －


